
 

燕市明るい選挙推進協議会理事会次第  

 

日 時  令和５年９月１２日（火）午後３時００分～ 

会 場  燕市役所 １階 つばめホール 

１．会長あいさつ 

 

 

２．議  題 

 (1) 令和５年度研修視察について 

  ①-1視察先等について 

    山形県遊佐町（ゆざまち） 

    テーマ：全国でも投票率が高い山形県における選挙啓発や、遊佐町独自の取組 

である「少年議会」の取組から、若年層の政治参加につながりそうな 

事例を学ぶ。 

 

  ①-2 視察日程について 

 

  ①-3 参加費について 

 

  ②定期預金の取り崩し額について 

 

  ③参加確認（事前）について 

 

  ④視察先に特に質問したいことについて 

 

 

 (2) その他 

 



令 和 ５ 年 度  研 修 視 察 に つ い て 

 

 

〇 時  期    令和５年１１月１日（水）～２日（木） 

 

〇 視 察 地    山形県遊佐町（ゆざまち） 

 

〇 交通機関    中型観光バス 

 

（参 考） 

昭和５８年度 福島県喜多方市       １６年度 ※ 茨城県古河市 

  ５９年度 糸魚川市          （中越地震のため中止） 

  ６０年度 村上市           １７年度 群馬県桐生市 

  ６１年度 両津市           １８年度 見附市（意見交換会） 

  ６２年度 群馬県藤岡市        １９年度 福島県田村市 

  ６３年度 石川県七尾市        ２０年度 （衆議院解散不明のため中止） 

平成 元年度 長野県中野市        ２１年度 富山県氷見市 

   ２年度 山形県天童市        ２２年度 （市議選等のため中止） 

   ３年度 栃木県栃木市        ２３年度 山形県米沢市 

   ４年度 福島県二本松市       ２４年度 （衆議院解散不明のため中止） 

   ５年度 石川県松任市        ２５年度 栃木県小山市 

   ６年度 長野県佐久市        ２６年度 （市議選のため中止） 

   ７年度 山形県酒田市        ２７年度 上越市 

   ８年度 群馬県太田市        ２８年度 （選挙が続いたため中止） 

   ９年度 村上市           ２９年度 （衆議院解散のため中止） 

  １０年度 富山県立山市、石川県加賀市 ３０年度 （市議選等のため中止） 

  １１年度 山形県米沢市、宮城県白石市 令和元年度 長野県小諸市 

  １２年度 長野県岡谷市        令和２年度 （予算削減により中止） 

１３年度 福島県須賀川市         ３年度 （新型コロナにより中止） 

１４年度 岐阜県高山市          ４年度 （市議選のため中止） 

１５年度 （住民投票等選挙が続き中止）  ５年度 



令和5年度　研修視察事業スケジュール

日 月 火 水 木 金 土
9月1日 9月2日

9月3日 9月4日 9月5日 9月6日 9月7日 9月8日 9月9日

9月10日 9月11日 9月12日 9月13日 9月14日 9月15日 9月16日

9月17日 9月18日 9月19日 9月20日 9月21日 9月22日 9月23日

9月24日 9月25日 9月26日 9月27日 9月28日 9月29日 9月30日

10月1日 10月2日 10月3日 10月4日 10月5日 10月6日 10月7日

10月8日 10月9日 10月10日 10月11日 10月12日 10月13日 10月14日

10月15日 10月16日 10月17日 10月18日 10月19日 10月20日 10月21日

10月22日 10月23日 10月24日 10月25日 10月26日 10月27日 10月28日

10月29日 10月30日 10月31日 11月1日 11月2日 11月3日 11月4日

理事会 参加案内発送

参加申込
締切

出欠確認・
参加費納入案内

最終案内

（仮）視察研修１泊２日

参加費納入期限

越佐観光へ

人数報告



令和５年９月  日  

 

 

 

燕市明るい選挙推進協議会  

会 長  大 倉  剛  

 

研修視察の実施について（ご案内）  

 

 名月の候、各位におかれましては益々ご健勝のこととお慶び申し上げます。 

 さて、今年度の研修視察は、山形県遊佐町選挙管理委員会へ下記のとおり実

施いたしますので、万障お繰り合わせの上ご参加いただきますようご案内申し

上げます。 

 つきましては、 

 

記 

 

１．日  時    １１月１日（水）～２日（木）１泊２日  

２．視 察 地    山形県遊佐町役場 

           山形県飽海郡遊佐町遊佐字舞鶴 202 番地 

            ℡ 0234-72-5880 

３．コ ー ス    裏面のとおり  

４．交通機関    中型観光バス  

５．参 加 費    ２２，０００円（予定） ※研修視察前に集めます。  

６．出発時間    １１月１日（水）午前８時００分（燕市役所発）  

          ※帰着は２日（木）午後６時頃予定  

７．参加申込    『出席』または『欠席』の連絡を●月●日（●）まで

に下記へお願いします。 

 

※今回は、参加人数を把握するためにご案内します。行程の詳細や参加費の 

納入については、おってご連絡させていただきます。 

 

〒«〒» 

燕市«住＿＿＿＿＿所» 

«氏＿＿名» 様  

連絡先  

燕市選挙管理委員会事務局 担当：髙山・板橋  

  燕市役所内（燕市吉田西太田１９３４番地） 

電話０２５６－７７－８３１３（直通）  



調   査   表 

 

調 査 項 目 遊  佐  町 燕    市 

面 積 と 人 口 

（Ｒ５．９．１現在） 

○面 積           ｋ㎡ 

○人 口           人 

○世帯数           世帯 

 

○面 積      １１０．９６ｋ㎡ 

○人 口      ７６，８０４人 

○世帯数      ３０，９３１世帯 

（平成 18年 3月 20日に１市２町が合併） 

選挙人名簿登録者数 
○登録者数（Ｒ５．９．１現在） 

男     人 女     人 計     人 

○登録者数（Ｒ５．９．１現在） 

男 32,069人 女 33,879人 計 65,948人 

最近の選挙執行状況 

○R5.4.9執行 山形県議会議員選挙 

投票所数          か所 

投票率 （選挙区）    （比例代表） 

男    ．  ％      ．  ％ 

女    ．  ％      ．  ％ 

計    ．  ％      ．  ％ 

○R5.4.9執行 新潟県議会議員一般選挙 

投票所数        ３９か所 

投票率 （選挙区）     

男  ４７．２０％  

女  ４４．０６％  

計  ４５．５８％  

組

織

の

現

状 

明るい選挙推進協議

会について 

○組織の名称 

○構   成 

 

 

 

 

 

○組織の名称 燕市明るい選挙推進協議会 

○構   成 地区別に行政区や団体等より推薦され

た方等を協議会で推進員として委嘱 

現在２１名（男８・女１３） 

会長(1)‐副会長(2)‐理事(2) 

任期 2年 

 

その他の選挙啓発団

体 

○組織の名称 

○構   成 

 

 

 

 

 

な  し 

活 動 の 状 況  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)常時啓発 

 ○啓発ポスター募集 

 ○市議会の傍聴 

 ○新成人に生まれた日（18年前）の新聞及び啓発冊子

の発送 

 ○研修視察の実施 

 ○推進員研修会の実施 

 ○小・中学校への選挙用具の貸出 

  

(2)選挙時啓発 

①街頭啓発等 

R5.4.9執行の新潟県議会議員一般選挙において 

は、スーパーの店頭において啓発物資を配布 

②啓発看板、懸垂幕、横断幕の掲出 

③広報紙等の利用による啓発 

④防災無線、エフエム放送、電光掲示板、スーパーの

レシートによる啓発 

⑤期日前投票では投票管理者、選挙当日では投票管理

者並びに投票立会人として協力 

 

(3)その他 

 ○地元選挙（議員及び市長選挙）において、各選挙事

務所に出向き「当選挙事務所では、公職選挙法の規

定により酒食の提供は一切いたしません」という看

板の掲出依頼 

 



遊佐町少年議会【参考資料】 

 

 遊佐町に在住・在学の中高生を対象に、遊佐町の若者の代表として活動して

もらう取り組み。令和 5年度で 21期目。 

 この事業のねらいは 3点： 

①知識として、民主主義とは何か？を学校で習いますが、この事業を通し、

さらに早い段階で、社会のシステムを実感できるということです。 

②若者の意見を町政へ届け、行政側も意見を積極的に取り入れることで、若

者視点からまちづくりを進め、若者からは、まちづくりへの関心を持っても

らうこと 

③若者の意見を正面から受けとめることで、若者の町への考え方を大人も 

学び、若者も社会の一員として認められていると学ぶこと 

 構成員は、少年町長 1名、少年議員 10名で、定員を超えた場合は選挙を行

う。その他には、少年副町長、少年監査、少年事務局長、少年事務局次長を

選任。 

 年 3回の「少年議会」と、政策を実現していくために年 15回ほど「全員協

議会」 

 2021 年 11 月 12 日に第 16 回マニフェスト大賞（ローカル・マニフェスト

推進連盟 マニフェスト大賞実行委員会）で成果部門の最優秀賞を受賞 

 

   


